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令和７年８月２８日（木） 午前１０時開会 

 

中央公民館地下 第２中会議室 

 

仮屋 幸孝（会長） 永尾 寛（会長代理） 鳩宿 隆雄（運営委員） 

有村 伊智博   内 たみ子    奥 賢一    押領司 美和子 

黒沢 佐和美   國生 謙     迫 智子    鳥丸 俊秀 

浜田 春義    中村 敬志    平原 隆一   枇 稔 

福永 大悟    穗満 和    室屋 智美 

 

林 大史 

 

 

事務局長  種村 

主 幹   竹之内 

支局主任  山﨑、陣ケ尾、小山田、山下、川島、溝川、小村、田代、栗須 

専門員   東中川、髙山、吉満、折田、福元 

主 査   迫、上﨑 

主 任   指宿、矢崎、米倉、真方 

主 任   綽 

 

１ 農地法第３条許可申請に関する件 

２ 農地法第５条許可申請に関する件 

３ 非農地認定に関する件 

４ 相続税の納税猶予に関する件 

５ 地域計画に係る意見書に関する件 

６ 農用地利用集積等促進計画に関する件 

 

１ 法務局から照会のあった農地等の現況について 

２ 農地法第３条の３届出専決に関する報告について 

３ 農地法第４条・５条届出専決に関する報告について 

４ 農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告について 

５ 農用地利用集積等促進計画に関する報告について 

６ 「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関する報告に 

ついて 

７ 農地パトロールについて 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

議    長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 会（午前１０時） 

 

定刻になりましたので、ただいまから、令和７年度第６回総会を開催いたしま

す。 

 

それでは、本日の出席委員数について報告いたします。 

１９人中１８人の出席で、過半数以上の出席でございますので、会は成立いた

しております。 

なお、欠席届が、林委員から出されています。 

 

次に、議事録署名者を決めなければなりませんが、私からご指名申し上げてよ

ろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

それでは、迫委員、浜田委員にお願いいたします。 

 

今回は、会長の依頼により、農政総務課の担当者に出席していただいておりま

す。 

 

次に、議事参与の制限についてお知らせします。 

議題１．「農地法第３条許可申請に関する件」につきましては、議事参与の制限

となっておりますのでよろしくお願いします。 

 

それでは、議題の審議に入って参ります。 
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議              題 

議題１．農地法第３条許可申請に関する件 

１ページ～７ページ １９件 

議    長 それでは、議題１．「農地法第３条許可申請に関する件」を審議します。 

まず、冒頭で申し上げました「議事参与の制限」について再度お知らせいたし

ます。 

１ページ、番号１号につきましては、１４番委員自身が、申請人となっている

案件でございます。 

従いまして、１４番委員におかれましては、農業委員会等に関する法律第３１

条の規定により、議事に参与することができませんので、しばらく離席いただき、

その間に審議し、再び着席していただくことにします。 

１４番委員におかれましては、離席をお願いします。 

 

（１４番委員離席後） 

 

それでは、谷山、１３番委員お願いします。 

 

１ ３ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、申請理由：農業廃止、相手要望、権利の種別：所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、調査員から説明がありました。 

別冊資料１の１ページにありますように、今回の第３条案件は、農地法第３条

第２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしております。お目通し

をお願いいたします。 

 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１．「農地法第３条許可申

請に関する件」番号１号につきましては、原案どおり許可することに決定し、申

請人に許可書を交付することといたします。 

 

残りの案件の審議に入ります前に、１４番委員におかれましては、ご着席をお

願いします。 

 

（１４番委員着席後） 

 

それでは、審議に戻ります。 

 

まず、伊敷、１８番委員お願いします。 
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１ ８ 番 委 員 ご報告します。 

番号２号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

この件について補足説明いたします。 

譲受人は、現在、経営農地はありませんが、親の農地の耕作を手伝う等して、

４０年以上の農作業経験があるため、新規就農には該当しません。 

以上です。 

 

議 長 次に、吉野、１１番委員お願いします。 

 

１ １ 番 委 員 ご報告します。 

番号３号、その他、その他、所有権移転、共有物分割。 

番号４号、その他、その他、所有権移転、共有物分割。 

番号５号、相手要望、新規就農、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 次に、吉田、１番委員お願いします。 

 

１ 番 委 員 ご報告します。 

番号６号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。 

番号７号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。 

この件について補足して説明します。 

以上です。 

 

議 長 次に、桜島、４番委員お願いします。 

 

４ 番 委 員 ご報告します。 

番号８号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

以上です。 

 

議 長 次に、喜入、８番委員お願いします。 

 

８ 番 委 員 ご報告します。 

番号９号、相手要望、その他、所有権移転、売買。 

この件について補足して説明します。 

譲受人は、ベトナム国籍であるが、指宿市において会社を経営しており、在住

資格も有している。現在の経営農地はありませんが、従来より近隣市において営

農経験があることから、新規就農には該当しません。 

番号１０号、農業廃止、規模拡大、所有権移転、売買。 

この件について補足して説明します。 

譲受人は、県外住所であるが、実際は申請地に隣接している実家に居住してい

る為、営農には支障をきたさないと判断いたしました。 

番号１１号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

以上です。 
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議 長 次に、松元、９番委員お願いします。 

 

９ 番 委 員 ご報告します。 

番号１２号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。 

この件について補足説明します。 

譲受人は現在、経営農地はありませんが、８年以上の耕作経験があることから、

新規就農には該当しません。 

番号１３号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

この件について補足説明します。 

譲受人は市外在住ですが、譲渡人とは親子の関係にあり、譲受人は週３、４回、

譲渡人の介護のために実家を訪問しており、実家の裏の当該地を耕作します。 

番号１４号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。 

番号１５号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。 

番号１６号、相手要望、新規就農、所有権移転、売買。 

番号１７号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 次に、郡山、７番委員お願いします。 

 

７ 番 委 員 ご報告します。 

番号１８号、農業廃止、相手要望、使用貸借権、期間２０年。 

番号１９号、労力不足、相手要望、所有権移転、売買。 

この件について補足説明いたします。 

譲受人は、現在、経営農地はありませんが親族の農地の耕作を手伝いなどしな

がら２０年以上の、農作業経験があるため、新規就農には該当しません。 

今回、農地を取得するにあたり、３条許可の申請を行うものであります。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

別冊資料１にありますように、 

今回の第３条案件の全ては、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許

可要件の全てを満たしております。お目通しをお願いいたします。 

 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「１６番委員」挙手あり〕 

 

はい、１６番委員どうぞ。 

 

 

１ ６ 番 委 員 番号３、４、９ですが、申請事由にその他と記載がありますが、どういうのが

その他になるのか教えてください。 
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吉 野 支 局 番号３、４ですが、申請事由は申請書に合わせております。申請事由に該当す

るものがない時は、その他としておりますので、それと合わせて記載しておりま

す。共有物分割は該当するものがないのでその他となり、備考欄に共有物分割と

記載しております。 

共有物分割の説明ですが、この申請の譲渡人と譲受人は兄弟で、持分２分の１

ずつの共有です。この共有分の権利を整理して、それぞれ単有にするという申請

になっております。 

以上です。 

 

喜 入 支 局 番号９ですが、譲受人は外国の方で、他市で営農経験があり、それだと規模拡

大となるのですが、所有する農地がなかったので、その他ということにしました。 

以上です。 

 

１ ６ 番 委 員 わかりました。 

 

議 長 ほかに、何かご意見、ご質問等はありませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１．「農地法第３条許可申

請に関する件」１８件につきましては、原案どおり許可することに決定し、申請

人に許可書を交付することといたします。 

 

 

議題２．農地法第５条許可申請に関する件 

８ページ～１４ページ １９件 

議    長 次に、議題２．「農地法第５条許可申請に関する件」を審議します。 

まず、谷山、１３番委員お願いします。 
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１ ３ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、用途・施設：資材置場２１２．７７㎡、転回場等９２．２３㎡、周

囲の状況及び被害防除計画：東…里道、西…原野、南…他人畑、北…市管理道路、

境界…土留、雨水…里道側溝、権利の種別：所有権移転、売買。 

この件につきまして補足説明をします。 

申請人は、必要な手続きを経ずに、当該地を令和７年６月から資材置場として

使用していたことから、今回始末書添付のうえ申請されたものです。 

転用等を行う場合は、農地法の許可を受けなければならないこと、今後は、こ

のようなことのないよう指導いたしました。 

番号２号、宅地分譲２区画４９７．００㎡、東・北…雑種地、西…別件５条申

請地、南…農道、境界…ブロック積、雨水…農道側溝、汚水…合併浄化槽、所有

権移転、売買。 

番号３号、庭敷地１．９８㎡、東・北…別件５条申請地、西…宅地、南…農道、

境界…ブロック積、雨水…自然流下、所有権移転、贈与。 

番号４号、庭敷地３．１８㎡、東…雑種地、西…宅地、南…別件５条申請地、

北…他人田、境界…ブロック積、雨水…自然流下、所有権移転、贈与。 

番号５号、庭敷地２．３１㎡、東・南・北…別件５条申請地、西…宅地、境界

…ブロック積、雨水…自然流下、所有権移転、贈与。 

番号３、４、５の件について、まとめて補足して説明します。 

 申請地は、番号２の申請地と先月、許可をした資材置場に隣接しております。 

その際に行った測量の結果、隣接する宅地の番号３、４、５が番号２及び資材

置場に越境していたことが判明したことから、今回始末書添付のうえ申請された

ものです。 

転用等を行う場合は、農地法の許可を受けなければならないこと、今後は、こ

のようなことのないよう指導いたしました。 

番号６号、住家１棟５４．６５㎡、庭敷地等３０３．３５㎡、東…雑種地、西

…農道、貸人畑、南…宅地、北…貸人畑、他人畑、境界…ブロック積、雨水…農

道側溝、汚水…公共下水道、使用貸借権。 

番号７号、住家 1棟１１８．０８㎡、庭敷地等２４９．９２㎡、東…里道、西・

北…宅地、南…他人畑、境界…ブロック積、雨水…里道側溝、汚水…合併浄化槽、

所有権移転、売買。 

番号８号、住家２棟１２８．８１㎡、庭敷地等３７０．１９㎡、東・南・北…

渡人田、西…市道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、所

有権移転、売買。 

番号９号、宅地分譲１区画２８０．００㎡、東…宅地、渡人畑 西・北…渡人

畑、南…市道、渡人畑、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、

所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉野、１１番委員お願いします。 
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１ １ 番 委 員 ご報告します。 

番号１０号、住家１棟８８．９８㎡、通路７８．２６㎡、 

庭敷地等４７９．０２㎡、東…雑種地、私道、宅地、西…宅地、貸人畑、南…農

道、北…他人畑、境界…ブロック積、雨水…農道側溝、汚水…合併浄化槽、使用

貸借権。 

申請人は、申請地を、妻の母から借り受け、自家を建築するに当たり、通路部

分を除く、一般住宅建築に伴う転用面積の上限５００㎡を６８㎡超過しますが、

分筆して農地として残したとしても、有効活用できないことから、やむを得ない

と判断したものであります。 

番号１１号、住家１棟１５０．００㎡、通路１６１．００㎡、 

庭敷地等２１３．０0 ㎡、東…他人畑、西…他人畑、水路、宅地、南…別件５条

申請地、市道、北…水路、境界…ブロック積、雨水…水路放流、汚水…合併浄化

槽、所有権移転、売買。 

番号１２号、建売住宅 1棟１１０．９６㎡、通路１６１．００㎡、 

庭敷地等２６５．０４㎡、東…他人畑、西…宅地、他人畑、南…市道、北…別件

５条申請地、 境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権

移転、売買。 

番号１３号、住家１棟９１．９２㎡、庭敷地等２２８．０８㎡、東・北…貸人

畑、西…他人畑、南…市道、境界…コンクリート擁壁、土留、雨水…市道側溝、

汚水…合併浄化槽、使用貸借権。 

番号１４号、通路４５．００㎡、東…宅地、西…渡人畑、南…農道、北…山林、

他人畑、境界…土留 雨水…自然流下、所有権移転、交換。 

以上です。 

 

議    長 次に、松元、９番委員お願いします。 

 

９ 番 委 員 ご報告します。 

番号１５号、クヌギ２５０本１，７３６．００㎡、東・西…宅地、山林、南…

山林、里道 北…宅地、雑種地、境界…土留、雨水…自然流下、所有権移転、売

買。 

以上です。 

 

議    長 次に、郡山、７番委員お願いします。 
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７ 番 委 員 ご報告します。 

番号１６号、貸資材置場１４３．００㎡、貸端材置場７０．００㎡、既存倉庫

１棟２４．００㎡、駐車場２０．００㎡、通路７２．００㎡、東…渡人田、西・

北…市道、南…水路、境界…土留、雨水…水路放流、所有権移転、売買。 

番号１７号、貸資材置場５０９．００㎡、貸廃材置場３３１．００㎡、 

通路２９６．００㎡、東…市道、水路、西…里道、水路、南…里道、北…水路、

境界…土留、雨水…水路放流、所有権移転、売買。 

番号１８号、太陽光発電４４１．６５㎡、通路３０７．３５㎡、 

法面等１５５．００㎡、東…里道、西…宅地、南…雑種地、北…里道、宅地、境

界…土留、雨水…自然流下、地上権、有償。 

番号１９号、車両置場２３５．００㎡、東・南…他人田、西…県道、北…水路、

境界…土留、雨水…自然流下、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

今回の第５条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、全て、

第２種、第３種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「１６番委員」挙手あり〕 

 

はい、１６番委員どうぞ。 

 

 

１ ６ 番 委 員 番号１ですが、備考欄にエアコン関係の機材などが記載してあります。この方

はこういうのを自営されているのでしょうか。 

 

谷 山 支 局 譲受人はいちき串木野市でエアコン関係の処分を生業にしております。その処

分先が谷山港の方にあり、中間地点の五ヶ別府町に資材を溜めておいて、まとめ

て谷山港に運ぶために、一時置場として、今回申請されたものです。 

以上です。 

 

１ ６ 番 委 員 わかりました。 

 

１ １ 番 委 員 番号１８ですが、権利が地上権となっておりますが、所有権移転などとの違い

を教えてください。 
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郡 山 支 局 太陽光発電施設につきましては寿命もありますので、土地自体を購入せずに、

今回３０年間ですが、この後に撤去することになります。今回の譲受人は、送配

電のためだけに設置して、自社の工場用に送電するための太陽光発電施設になり

ます。売電はしない。そうすると土地取得をしない形での転用となり地上権の設

定となっております。 

一般的に、借地権は賃貸借に基づく「債権」であるのに対し、地上権は「物件」

で所有者だけでなく第三者にもその権利を主張できる点で違いがあります。 

以上です。 

 

１ １ 番 委 員 わかりました。 

 

議 長 ほかに、何かご意見、ご質問等はありませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題２．「農地法第５条許可申

請に関する件」１９件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請

人に許可書を交付することといたします。 

 

 

議題３．非農地認定に関する件 

１５ページ～１８ページ １２件 

議    長 次に、議題３．「非農地認定に関する件」を審議します。 

まず、本局、５番委員お願いします。 

 

５ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、調査結果：法面として約１５年経過、現況雑種地。 

番号２号、調査結果：１２５９：杉、約５０年経過、現況山林。１２６３－１：

住家１棟、５６年経過、現況宅地。１２６４：住家１棟、６９年経過、現況宅地。

１２６６－１：雑木自然繁茂、約４０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 次に、伊敷、１８番委員お願いします。 

 

１ ８ 番 委 員 ご報告します。 

番号３号、調査結果：雑木自然繁茂、約５０年経過、現況山林 

番号４号、調査結果：杉、約５０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉野、１１番委員お願いします。 
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１ １ 番 委 員 ご報告します。 

番号５号、調査結果：唐竹・雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林 

番号６号、調査結果：孟宗竹・雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。 

番号７号、調査結果：ゴキ竹・雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 次に、喜入、８番委員お願いします。 

 

８ 番 委 員 ご報告します。 

番号８号、雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。 

番号９号、雑木自然繁茂、約２０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 次に、松元、９番委員お願いします。 

 

９ 番 委 員 ご報告します。 

番号１０号、２７１８－４，３６３３－１：杉、約５０年経過、現況山林。 

２８２１－２：ゴキ竹自然繁茂、約３０年経過、現況山林。 

番号１１号、雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 次に、郡山、７番委員お願いします。 

 

７ 番 委 員 ご報告します。 

番号１２号、コサン竹・雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題３．「非農地認定に関する

件」１２件につきましては、原案どおり認定することに決定いたします。 

 

 

議題４．相続税の納税猶予に関する件 

１９ページ １件 

議    長 次に、議題４．「相続税の納税猶予に関する件」を審議します。 

それでは、吉野、１１番委員お願いします。 
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１ １ 番 委 員 １９ページをお開きください。 

相続税の納税猶予の証明に係るものでございます。 

相続税の納税猶予とは、農地の相続が発生したとき、申告期限の翌日から２０

年間営農の継続を行っている場合に、相続税の支払いを一定の条件のもとに猶予

する制度であります。 

この制度を受けようとする相続人は、相続税の申告期限から３年目ごとに、引

き続きこの特例の適用を受ける旨の届出書を税務署に提出する必要があります

が、その際に農業委員会が発行する「引き続き農業経営を行っている証明書」を

添付することになっております。 

今回、１件の申請があり、令和７年８月１２日に、１５番委員、私、事務局職

員２名の計４名で現地を調査いたしましたので、その結果についてご説明いたし

ます。 

相続開始年月日は、平成２７年１１月２０日、今回が４回目の発行でございま

す。 

特例適用農地１につきましては、ウコン作付中でございました。 

特例適用農地２は、ビニールハウスが５棟あり、水菜、ブロッコリー、ホウレ

ンソウを作付予定ということでございました。また露地ではニガウリ作付中でご

ざいました。 

特例適用農地３は、ダイコンを作付予定とのことでした。 

特例適用農地４、５及び６は続き地であり、硬質ハウスが１棟、ビニールハウ

スが２棟あり、それぞれ水菜作付中、作付予定でございました。 

また、露地にはホウレンソウを作付予定とのことでした。 

したがいまして、各特例適用農地において、申請者が農業経営を行っているこ

とを確認しましたので、「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」の発行につ

いては、支障がないものと判断したところでございます。 

以上で説明を終わります。 

 

議    長 ただいま、調査員から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題４．「相続税の納税猶予に

関する件」１件につきましては、原案どおり決定することにいたします。 

 

 

議題５．地域計画に係る意見書に関する件 

別冊資料２ ２５件 

議    長 次に、議題５．「地域計画に係る意見書に関する件」を審議します。別冊資料２

です。 

それでは、農政総務課から説明をお願いします。 
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農 政 総 務 課 議題５．「地域計画に係る意見書に関する件」について説明します。 

まず初めに、地域計画について、簡単に概要を説明いたします。 

地域計画とは、地域の話し合いにより、地域農業の将来のあり方や、農地１筆

ごとに将来の利用者を決めた目標地図などを定めた計画であり、本市では、令和

６年度末までに、７６地区で地域計画が策定されています。 

実際に地域計画をご覧いただきたいので、別冊資料２－１の３１ページをお開

きください。 

こちらが吉田の東佐多浦、西佐多浦北部の地域計画を策定したものになります。 

３１ページから３６ページにかけて、地域農業の将来の在り方や目標値、耕作

者一覧などを記載しております。また、３７ページ目をお開きいただきたいので

すが、これが目標地図であり、誰がどの農地を管理するのかを位置付けてありま

す。 

地域計画は、作成して終わりではなく、地域での話し合いを継続することによ

り、計画の実現に向けてブラッシュアップをしていくことが重要であります。 

今後、各地区で話し合いが開催されると思いますので、委員のみなさまのご参

加とご協力をお願いします。 

この地域計画については、地域農業の将来の在り方や利用者などに変更が生じ

た場合、農業委員会を含む関係機関の意見を聴取するなどの変更手続きが必要と

なります。 

７月末に２５地区の地域計画において、農地利用者などの変更の申し出があり

ましたので、これから変更の内容を説明いたしますが、大変申し訳ありませんが、

資料の修正があります。 

１２ページの本名後北部の地域計画の主な変更点１．地域農業の将来の在り方

や担い手への集積状況等の２つ目の現状の集積率について２０．８％から 

３４．４％となっておりますが、８．２％から８．７％の間違いです。お手数を

おかけしますが、修正をお願いいたします。 

それでは、各地区の変更点について、内容を説明いたします。 

 

吉田支局主任 吉田地域の地域計画についてご説明いたします。 

５ページをお開き下さい。 

東佐多浦、西佐多浦北部の地域計画の主な変更内容についてです。 

１．集積状況等については、現状の集積率が７．７％から６．１％に減少して

います。担い手１名が貸借解除したためです。 

２．目標地図については、当地域内の２５筆の耕作者が変更となっております。 

６ページをお開き下さい。 

西佐多町塩杣の地域計画の主な変更内容についてです。 

１．集積状況等については変更ありません。 

２．目標地図については、当地域内の３筆の耕作者が変更となっております。 

７ページをお開き下さい。 

西佐多町南部の地域計画の主な変更内容についてです。 

１．集積状況等については変更ありません。 

２．目標地図については、当地域内の１２筆の耕作者が変更となっており、２

筆において新たな耕作者を設定しております。 

８ページをお開き下さい。 
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本城の地域計画の主な変更内容についてです。 

１．集積状況等については変更ありません。 

２．目標地図については、当地域内の１２筆の耕作者が変更となっております。 

９ページをお開き下さい。 

本名前の地域計画の主な変更内容についてです。 

１．集積状況等については、現状の集積率が０．０％から１．５％に増加して

います。担い手１名への集積が図られたためです。 

２．目標地図については、当地域内の２筆の耕作者が変更となっており、２筆

において新たな耕作者を設定しております。 

１０ページをお開き下さい。 

本名後西部の地域計画の主な変更内容についてです。 

１．集積状況等については、現状の集積率が２０．８％から３４．４％に増加

しています。担い手２名への集積及び１名の利用者が認定農業者に設定されたた

めです。 

２．目標地図については、当地域内の２４筆の耕作者が変更となっており、４

筆において新たな耕作者を設定しております。また本名町５４８５－４を地域計

画から除外しております。 

１１ページをお開き下さい。 

本名後南部の地域計画の主な変更内容についてです。 

１．集積状況等については変更ありません。 

２．目標地図については、当地域内の７筆の耕作者が変更となっております。 

１２ページをお開き下さい。 

本名後北部の地域計画の主な変更内容についてです。 

１．集積状況等については、現状の集積率が８．２％から８．７％に増加して

います。担い手２名への集積が図られたためです。また神園集落に関する農地の

遊休化の現状を追記しています。 

２．目標地図については、当地域内の１５筆の耕作者が変更となっており、７

筆において新たな耕作者を設定しております。また３筆の耕作者を未定に変更し

ております。 

１３ページをお開き下さい。 

宮之浦の地域計画の主な変更内容についてです。 

１．集積状況等については、現状の集積率が７．７％から１３．２％に増加し

ています。担い手１名への集積が図られたためです。 

２．目標地図については、当地域内の１筆の耕作者が変更となっております。 

以上です。 

 



 - 13 -  

 
 

桜島支局主任 桜島地域の地域計画についてご説明いたします。 

１４ページをお開き下さい。 

桜島小池の地域計画の主な変更内容についてです。 

１．集積状況等については変更ありません。 

２．目標地図については、桜島小池町１３０７外３筆が地域計画へ編入されま

す。当該農地は変更前の区域と近接していないが、耕作がされており、編入によ

って地域の活性化が期待されるためです。 

１５ページをお開き下さい。 

桜島赤生原の地域計画の主な変更内容についてです。 

１．集積状況等については変更ありません。 

２．目標地図については、桜島赤原町５９３外１筆の耕作者が変更となってお

ります。 

１６ページをお開き下さい。 

桜島武の地域計画の主な変更内容についてです。 

１．集積状況等については変更ありません。 

２．目標地図については、桜島武町１０１－１が地域計画へ編入されます。当

該農地は変更前の区域と近接していないが、耕作がされており、編入によって地

域の活性化が期待されるためです。 

以上です。 

 

喜入支局主任 喜入地域の地域計画についてご説明いたします。 

全６地域で、地域計画が策定されておりますが、今回変更になるのは、５地域

になります。 

変更に関しましては、１７ページから２１ページまでに記載してあります。 

１．集積状況等については変更なしが１地域、増加は３地域、減少は１地域に

なります。増加になった理由は、担い手への集積が図られたためです。減少にな

った理由は、担い手が賃借の解除をしたためです。 

２．目標地図については、地域のは話合いの結果、当初とは別人が耕作するこ

とになったため、耕作者が変更となったのが主な理由です。 

以上です。 

 

松元支局主任 松元地域の地域計画についてご説明いたします。 

２２ページをお開き下さい。 

上谷口町谷頭原の地域計画の主な変更内容についてです。 

１．集積状況等については、現状の集積率が６５．７％から６８．１％に増加

しています。担い手１名への集積が図られたためです。 

２．目標地図については、上谷口町２４４６－１外４筆の耕作者が変更となっ

ており、上谷口町４６７４－２において新たに耕作者を設定しております。 

２３ページをお開き下さい。 

石谷・福山（畑）の地域計画の主な変更内容についてです。 

１．集積状況等については、現状の集積率が８２．３％から８２．８％に増加

しています。担い手以外が利用する農地の除外などによるためです。 

２．目標地図については、石谷町４９２９－２が新たに編入されています。ま

た石谷町３２８８外２筆が、地域計画から除外されています。 
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２４ページをお開き下さい。 

入佐（畑）の地域計画の主な変更内容についてです。 

１．集積状況等については、現状の集積率が７７．４％から７７．８％に増加

しています。担い手１名への集積が図られたためです。 

２．目標地図については、入佐町９８８－６外３筆の耕作者が変更となってお

り、入佐町１５１９が新たに編入されています。 

２５ページをお開き下さい。 

直木（畑）の地域計画の主な変更内容についてです。 

１．集積状況等については、現状の集積率が６４．７％から６４．９％に増加

しています。担い手１名への集積が図られたためです。 

２．目標地図については、直木町２８６０－７外１筆の耕作者が変更となって

おり、直木町３１５５－２が新たに編入されています。 

２６ページをお開き下さい。 

春山町桟敷原の地域計画の主な変更内容についてです。 

１．集積状況等については、現状の集積率が４４．２％から４５．１％に増加

しています。担い手１名への集積が図られたためです。 

２．目標地図については、上谷口町２１２７－４において新たに耕作者を設定

しております。 

２７ページをお開き下さい。 

四元（田）の地域計画の主な変更内容についてです。 

１．集積状況等については、現状の集積率が１３．６％から１３．８％に増加

しています。担い手１名への集積が図られたためです。 

２．目標地図については、四元町２２８９－１の耕作者が変更となっており、

ます。 

２８ページをお開き下さい。 

四元（畑）の地域計画の主な変更内容についてです。 

１．集積状況等については変更ありません。 

２．目標地図については、四元町５－７が新たに編入されています。 

以上です。 

 

郡山支局主任 郡山地域の地域計画についてご説明いたします。 

２９ページをお開き下さい。 

花尾１の地域計画の主な変更内容についてです。 

１．集積状況等については、現状の集積率が１．２％から１．１％に減少して

います。担当者以外が利用している農地を編入するためです。 

２．目標地図については、花尾町１８４６－４が新たに編入されています。 

以上です。 

 

農 政 総 務 課 以上で説明を終わります。 
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議    長 ただいま、農政総務課から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、議題５．「地域計画に係る意見書に関する件」２５件につきましては、

原案どおり決定いたします。 

 

 

議題６．農用地利用集積等促進計画に関する件 

別冊資料３ １８件 

議    長 次に、議題６．「農用地利用集積等促進計画に関する件」を審議します。別冊資

料３です。 

それでは、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 議題６．「農用地利用集積等促進計画に関する件」について説明します。 

別冊資料３の１ページをご覧ください。 

令和７年１１月１日から貸付予定の農地になります。 

賃貸借権８筆、１２，４７２．００㎡、使用貸借権２１筆、 

１７，８１２．００㎡、合計１７件、２９筆、３０，２８４.００㎡となっており

ます。 

設定する利用権の詳細及び借受人の農業経営の状況については、２ページから

６３ページに記載がございますので、お目通しをお願いいたします。 

次に、６４ページをご覧ください。 

令和７年１０月１日から貸付予定の農地になります。本来、この件については、

７月の総会で審議するべきものでしたが、書類に不備があり、総会に資料の提出

が間に合いませんでした。この件については、継続の貸借であったため、鹿児島

県地域振興公社と協議を行い、例外的に今回の総会で審議していただき承認され

れば、１０月１日から貸付予定の農地になります。 

１件、使用貸借権２筆、１，１３８．００㎡となっております。 

設定する利用権の詳細及び借受人の農業経営の状況については、６５ページか

ら６７ページに記載がございますので、お目通しをお願いいたします。 

以上です。 
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事 務 局 補足します。１３ページをご覧ください。 

上の方の出し手と下の方の利用権を設定する土地の甲以外の権限者と二人名前

があります、本来ならこの下の氏名の横に同意したという押印があるべきなので

すが、これがない状態で議案を提出させていただいております。これにつきまし

ては、元々の所有者がお亡くなりになりまして、この二人が相続人ですが、下の

方に連絡が取れません。法律でこのような場合は、公示をしまして、権利のある

人は名乗り出てくださいということで、２か月間の公示をしましたが、下の方と

の連絡が取れない状態でした、このような場合は、法律で、下の方は申し出なか

ったが、納得はしたんだというように見なすことができるという規定になってお

ります。そういうことで、押印がないまま議案として提出させていただいている

ところです。 

以上です。 

 

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題６．「農用地利用集積等促

進計画に関する件」１８件につきましては、原案どおり承認することに決定いた

します。 

 

議題の審議は以上です。 

続きまして、報告事項に入ります。 
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報        告        事        項 

１．法務局から照会のあった農地等の現況について 

２０ページ １件 

議 長 次に、報告事項１「法務局から照会のあった農地等の現況について」 

それでは、喜入、８番委員お願いします。 

 

１ ０ 番 委 員 

 

報告します。２０ページです。 

照会日：令和７年７月２４日、現況：非農地、調査結果：該地は区域区分の定

めのない都市計画区域内にあり、現況非農地である。 

処理状況：令和７年８月７日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

 

２．農地法第３条の３届出専決に関する報告について 

２１ページ～２３ページ １１件 

３．農地法第４条・５条届出専決に関する報告について 

２４ページ～３２ページ １７件 

４．農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告について 

３３ページ １件 

５．農用地利用集積等促進計画に関する報告について 

３４ページ～４６ページ １７件 

議 長 次に、報告事項２「農地法第３条の３届出専決に関する報告について」 

報告事項３「農地法第４条・５条届出専決に関する報告について」 

報告事項４「農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告について」 

報告事項５「農用地利用集積等促進計画に関する報告について」 

それでは、事務局の報告をお願いします。 

 

事 務 局 

 

２１ページをお開き下さい。 

報告事項２ 農地法第３条の３届出専決に関する報告の集計表です。 

この専決処理は、農地等について相続などで権利の取得があった場合は、市町

村の農業委員会に届出を要するもので、今回の届出は１１件です。 

登記地目別では、田１８筆、１４，２０２．００㎡、畑５６筆、 

２８，２８３．００㎡となっております。取得した事由別数は、相続が１１件、

権利の種別は、所有権が１１件。農業委員会によるあっせん等は、有が１件、無

が１０件となっております。 

２２ページから２３ページは、農地法第３条の３関係の内容です。 

お目通しをお願いいたします。 
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事 務 局 

 

 

次に、２４ページをお開き下さい。 

報告事項３ 農地法第４条・第５条届出専決に関する報告の集計表です。 

これらは、市街化区域内農地の転用届出に関するもので、事務局長の専決で処

理しましたものです。 

転用目的別では、第４条関係では、上から順に一般住宅が２件、その他が３件、

合計５件となっております。 

第５条関係では、上から順に一般住宅が８件、駐車場、資材置場が各１件、そ

の他が２件、合計１２件となっております。 

２５ページから２６ページは、４条関係５件、２７ページから３２ページは、

５条関係１２件の内容です。お目通しをお願いいたします。 

 

事 務 局 

 

次に、３３ページをお開き下さい。 

報告事項４ 農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告についてで

す。 

谷山地区で１件、合意解約の通知が出ております。 

お目通しをお願いいたします。 

 

事 務 局 

 

次に、３４ページをお開き下さい。 

報告事項５ 農用地利用集積等促進計画に関する報告についてです。 

これは、先に開催した総会において、「同計画に関する件」として、審議いただ

いた件について、県知事の認可があったことを報告するものです。 

右側の一番下になります。 

賃貸借権１件、１筆、１，０６０．００㎡、使用貸借権１６件、３５筆、 

３１，１５３．００㎡、合計１７件、３６筆、３２，２１３．００㎡です。 

３５ページから４６ページは、農用地利用集積等促進計画の内容です。 

お目通しをお願いいたします。 

 

６．「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関する報告について 

別冊資料４ １０５件 

７．農地パトロールについて 

別冊資料５ 

議 長 次に、報告事項６「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関す

る報告について」別冊資料４、 

報告事項７「農地パトロールについて」別冊資料５です。 

それでは、事務局の報告をお願いします。 
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事 務 局 

 

報告事項６「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関する報告

について」報告いたします。 

別冊資料４ご覧下さい。 

先月の地区推進協議会等で計１０５筆の非農地判断を実施して頂いておりま

す。 

実施結果に基づきまして、備考欄の通知日に所有者へ通知書を送付しておりま

す。関係部署については総会終了後に通知する予定です。内容につきましては、

お目通しをお願いいたします。 

 

事 務 局 

 

報告事項７「農地パトロールについて」報告いたします。 

別冊資料５をお開き下さい。 

実施期間ですが、令和７年９月２２日（月）から９月３０日（火）までを中心

に実施します。 

調査出発時間は、午前の部は午前９時から、午後の部は午後１時３０分から行

います。 

このパトロールは、農地法第３０条の利用状況調査と位置づけ、あわせて農地

利用変更届出現地調査を行います。 

調査地域は、本庁１班 谷山４班 吉野、伊敷、吉田、桜島、喜入、松元、郡

山の各地区は２班ずつの９地域１９班です。  

調査員は、農業委員１９名と農地利用最適化推進委員１８名、事務局職員です。 

調査方法について、各班は、地区の農業委員と農地利用最適化推進委員、各１

名と職員２名の４名で調査します。 

調査確認の方法は、 

① 遊休農地の調査は、写真を撮り現況記録簿に記録。 

② 無断転用農地は、無断転用調査票に記入。 

③ 農地利用変更届出がある場合は利用状況を調査し、別紙利用変更届出調査

票に記入します。 

パトロールの実施結果は、班ごとに取りまとめて、無断転用農地、遊休農地に

ついて所有者等対して今後の活用について意向確認等を行います。 

農地パトロールの日程とコース等については、１ページから４ページまでに記

載してありますので、お目通しをお願いします。 

暑い時期でございますので、熱中症、交通事故のないように実施していただき

たいと思います。 

以上です。 

 

議    長 

 

ありがとうございました。 

 

本日の議事は、全て終了しました。 

 

（議事終了：午前１１時０５分） 

 

続きまして、事務局から何か連絡事項等はございませんか。 
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事 務 局 

 

 

 

・令和７年度第７回総会（月例）開催日時は、 

９月２９日（月）午前１０時開会 

みなと大通り別館６階 ソーホーかごしま会議室 

 

８月２６日付の事務連絡が全国農業会議の方から参りまして、内容が農業委員

会の法令順守の実施についての注意喚起になります。 

今年度、農地利用最適化推進委員により、農地への不法投棄による逮捕、起訴

された事例とか、農業委員会事務局職員による偽証の有公文書作成など不祥事が

相次いているということもありまして、総会等で法令順守について注意喚起をし

て欲しいということでした。６月に開催されました合同委員会でも令和７年度鹿

児島市農業委員会の重点活動方針の中で、法令順守ということは謳っておりまし

て、この中で公務員として常に規律を守り、法令を順守し、市民に対して公平公

正に対応するようにと規定しておりますので、改めて委員の皆様も法令順守の徹

底の方をよろしくお願いいたします。 

 

議    長 

 

 

 

 

以上で、本日の総会を終了いたします。 

 

閉 会（午前１１時１０分） 

 

 


